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行 政 制 度 調 整 方 針 （協議会協議項目） 

 
 

産業部会 商工・観光に関すること  

  

分  類 調整項目 調  整  方  針 ページ

大規模小売店対策等 中条町の例による。 ２ 

露店市場運営管理 現行のとおりとする。 ３ 

商工会振興補助金 

現行のとおりとする。 

ただし、境川村・中条町物産交流会補助金については、境川村を含む６町村の合併により、平成１６年１０月１２日 

「笛吹市」が設置された後、新市へ引き継ぐことを基本として調整する。 

４ 

商工振興 

企業誘致奨励措置 両町村の例をもとに調整し、合併時に統一する。 ５ 

信用保証料補給 中条町の例による。 ６ 

産業育成資金 現行のとおりとする。取扱金融機関については、中条町の例による。 ７ 企業支援 

中小企業育成資金 中条町の例による。 ８ 

観光振興 観光協会 現行のとおりとする。黒川村観光協会については、新市において統合するよう調整する。 ９ 

観光イベント 各種イベント 現行のとおりとする。 １０ 

自然環境 緑化推進事業 新市において検討する。 １１ 

村営バス事業 現行のとおりとする。 １２ 

旅行業務 現行のとおりとする。 １３ 旅行業 

運賃等 黒川村の例による。 １４ 
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行 政 制 度 調 整 表 

専門部会 ４ 産業部会 分  類 １ 商工振興 中条町担当 地域振興課 商工観光係 担当者名  

分 科 会 ５ 商工労働分科会 調整項目 １ 大規模小売店対策等 
 

黒川村担当 商工観光課 商  工  係 担当者名  

 

現     況 
記載事項 中 条 町 黒 川 村 

調 整 方 針 備  考 

事業 中条町大規模小売店舗等立地連絡調整会議 

目的 大規模小売店舗の新設等及び中規模小売店舗の新設等につい

て、周辺地域の生活環境保持の見地から関係執行機関が情報を

交換し、統一した考えで対応することを目的とする。 
構成 助役、総務課、町民福祉課、地域振興課、上下水道課、 

教育委員会、農業委員会 
対象店舗 
 
 
 

1) 大規模小売店舗 大規模小売店舗立地法(平成 10

年法律第 91 号。以下「法」という。)第 5 条、第 6

条及び附則第 5 条に規定する届出を要する建物。 

2) 中規模小売店舗の新設等 一の建物であって、そ

の建物内の店舗面積(法第 2 条第 1 項に規定する店舗

面積をいう。)の合計が 300 平方メートルを超え

1,000 平方メートル以下である建物。 

業務内容 1) 大規模小売店舗の新設等及び中規模小売店舗の新

設等に係る情報の交換を図ること。 

2) 大規模小売店舗の新設等について、建物の設置者

等から説明を受けること。 

3) 法第 8 条第 1 項及び第 9 条第 1 項に規定する町の

意見をまとめること。 

該当店舗数 ８店舗（Ｈ１６．３末現在） 
 

 
中条町の例による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

財政への影響額                単位：千円 
 予算額 調整後見込額 影響額（増減） 

 
 
 
（参考） 
大規模小売店舗

立地法 
 
大規模小売店舗

立地法施行令 

 
 
 
 
（基準面積） 
第３条 基準面積は、政令で定める。 
 
（基準面積） 
第２条 法第３条第１項の政令で定める面積は、1,000 平方メー

トルとする。 

該当なし 
( 

 

中条町    
黒川村    

計    関係法令等 
大規模小売店舗立地法 
中条町大規模小売店舗等立地連絡調整会議設置要綱 

 

備考 平成１５年度当初予算ベース 
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行 政 制 度 調 整 表 

 

専門部会 ４ 産業部会 分  類 １ 商工振興 中条町担当 地域振興課 商工観光係 担当者名  

分 科 会 ５ 商工労働分科会 調整項目 ２ 露店市場運営管理 
 

黒川村担当 商工観光課 商  工  係 担当者名  

 

現     況 
記載事項 中 条 町 黒 川 村 

調 整 方 針 備  考 

露店市場 中条町露店市場 

目  的 
 
 

露店営業者をして自由にして公正な商業の場所を得しめるとと 
もに、需要者に対して必需品購入の便宜を与えるため露店市場 
の円滑なる運営を図る 

管  理 
 

町長が管理する 
町長が認めたときは管理の一部を委託することができる 

市場運営 
委員会 
 

開設区域内代表 2 名 
出店代表者   2 名 
町民代表者   2 名 

開設区域 本町、東本町 

開設日時 毎月３，８，１３，１８，２３，２８日 

経費等 委員報酬、市場管理委託、市場借地料 
夜市露店電気設備取付け委託等 

 
現行のとおりとする。 
 
 
 
 
 
 
 

 

財政への影響額                単位：千円 
 予算額 調整後見込額 影響額（増減） 

  

該当なし 

中条町   ０ 
黒川村   ０ 

計   ０ 関係法令等 
 
中条町露店市場管理条例 

 

備考 平成１５年度当初予算ベース 
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行 政 制 度 調 整 表 

 

専門部会 ４ 産業部会 分  類 １ 商工振興 中条町担当 地域振興課 商工観光係 担当者名  

分 科 会 ５ 商工労働分科会 調整項目 ４ 商工振興補助金 
 

黒川村担当 商工観光課 商  工  係 担当者名  

 

現     況 
記載事項 中 条 町 黒 川 村 

調 整 方 針 備  考 

 
現行のとおりとする。 
 
ただし、境川村を含む６町村の合併に

より、平成１６年１０月１２日「笛吹

市」が設置された後、新市へ引き継ぐ

ことを基本として調整する。 

 
 
 
企画分科会の国内

姉妹都市の調整項

目と同方針。 

財政への影響額                単位：千円 
 予算額 調整後見込額 影響額（増減） 

 
補助金 

 
・中条町商工会補助金   ８、０００千円 
 
 
・商工業振興補助金    ２、８００千円 
 
 
・境川村・中条町物産交流会補助金（板額御前）１６０千円 

 
・黒川村商工会商工振興補助金  ３、０００千円 

中条町   ０ 
黒川村   ０ 

計   ０ 関係法令等 

  

備考 平成１５年度当初予算ベース 
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行 政 制 度 調 整 表 
専門部会 ４ 産業部会 分  類 １ 商工振興 中条町担当 地域振興課 商工観光係 担当者名  
分 科 会 ５ 観光旅行分科会 調整項目 ６ 企業誘致奨励措置 

 
黒川村担当 企画財政課 企 画  係 担当者名  

 
現     況 

記載事項 中 条 町 黒 川 村 
調 整 方 針 備  考 

 
目  的 
 

 
本町内に製造の事業を行う工場の誘致を促進するため、便宜供与及
び課税免除を行うことによりその設置を容易にし、もって産業の振
興を図る 

 
本村産業を振興し、雇用の増大を図るため村内に工場、事
業所を新設又は増設する者及び移設を行う者に対する奨
励措置を定めることを目的とする 

 
対象企業 

（指定の対象） 
１ 町長は、別に定める基準によりこの条例の規定によ

る奨励措置を行う工場を指定することができる 
 
（指定基準） 
１ 工場の立地する地域の環境に関する基準及び工場の

規模に関する基準とする 
２ 工場の立地する地域の環境に関する基準は、次の各

号に掲げるものとする 
(1)工場の立地が、当該地域における雇用の増大及び安

定等地域社会の発展に寄与するものであること 
(2)工場の立地が、当該地域の土地利用計画に適合する

ものであること 
(3)工場の立地が、当該地域において公害の発生するお

それのないもの、又は当該工場が、公害発生の未然
防止に必要な措置を講じているものであること 

(4)工場の立地が、当該地域の産業の発展方向を阻害し
ないものであること 

３ 工場の規模に関する基準は、次によるものとする 
(1)町内に新設又は増設される工場で生産設備(直接製

造の事業の用に供され機械及び装置並びに工場用の
建物及びその付属設備)の取得価額の合計額が
2,300 万円を超えかつ常用雇用者の数が 10 人以上の
もの(増設の場合は 5 人以上) 

 

（対象企業） 
１奨励措置を行う対象企業は、事業開始時において別表に

定める規模を有する企業のうち、村長が奨励措置を行う
ことが適当であると認めて指定した企業とする 

２前項の規定のうち、常用雇用者の増加数については農村
工業導入促進法に基づいて定められた工業等導入地区
及び工場立地法による調査に基づいて工場立地簿に記
載された地区に移設した企業に限り、従前の雇用者を含
めるものとする 

種別 
新増設 
等の別 

投下固定 
資本総額 

常用 
雇用者数 

摘要 

新設 5,000 万円以上 10 人以上  
増設 3,000〃  増加数 5〃  工場 
移設 3,000〃  増加数 3〃  
新設 3,000〃  10〃   
増設 2,000〃  増加数 5〃  事業所 
移設 2,000〃  増加数 3〃  

 
（指定基準） 
企業を指定する基準は、次の各号に掲げるものとする 
１企業の立地が、本村における雇用の増大及び安定、産業

の振興等、地域社会の発展に寄与するものであること 
２企業の立地が、本村の土地利用計画に適合するものであ

ること 
３企業の立地が、公の秩序に反し、若しくは公害の発生等

により、地域の環境を悪化させる恐れのないものである
こと 

 
両町村の例をもとに調整し、合併時に 
統一する。 

 

財政への影響額                単位：千円 
 予算額 調整後見込額 影響額（増減） 

 
奨励措置 

 
（便宜供与） 
町長は、工場の立地を容易にするため必要に応じ施設の整備の促進
に努めるものとする 
 
 
（課税免除） 
指定した者に対して課する固定資産税については、操業
の開始の日の属する年の翌年の 4 月 1 日を初日とする年
度以降 3 カ年度課税を免除することができる 

 
（便宜供与） 
村長は、企業の設置を容易にするため必要に応じ、次の各
号に掲げる便宜を供与することができる。 
 １ 企業用地の取得斡旋 

２ その他村長が必要と認める便宜供与 
（固定資産税の免除） 
当該企業設置のため取得した土地、建物及び償却資産に対
して課する固定資産税について、その企業の申請に基づき
事業開始の日の属する年度の翌年度以降３年間免除するも
のとする。 
２前項の固定資産は、事業開始の日前２年間に取得したも
のに限る 

中条町    
黒川村    

計    関係法令等 
中条町工場誘致条例 
中条町工場誘致条例施行規則 

黒川村企業誘致条例 
黒川村企業誘致条例施行規則 
 

備考 平成１５年度当初予算ベース 
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行 政 制 度 調 整 表 

 

専門部会 ４ 産業部会 分  類 ２ 企業支援 中条町担当 地域振興課 商工観光係 担当者名  

分 科 会 ５ 商工労働分科会 調整項目 １ 信用保証料補給 
 

黒川村担当 商工観光課 商  工  係 担当者名  

 

現     況 
記載事項 中 条 町 黒 川 村 

調 整 方 針 備  考 

名称 
 

中条町信用保証料補給 
 

目的 本町の中小商工業者の育成振興を図るため、中小商工業者が借

入れた資金の信用保証料(以下「保証料」という。)を補給する 

対象者 ・中条町中小企業資金融資 

・中条町地方産業育成資金貸付 

・新潟県同和地区中小企業振興資金 

により融資を受ける中小企業者で新潟県信用保証協会の保

証承諾を得た者 

 
補給期間 保証協会の保証承諾の期間内とする。 

補給率 保証料率の 100 分の 50 とする。 

 
中条町の例による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

財政への影響額                単位：千円 
 予算額 調整後見込額 影響額（増減） 

  

該当なし 
 

中条町 ３００  ０ 
黒川村 ０  ０ 

計 ３００  ０ 関係法令等 
中条町信用保証料補給規程  

備考 平成１５年度当初予算ベース 
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行 政 制 度 調 整 表 

 

専門部会 ４ 産業部会 分  類 ２ 企業支援 中条町担当 地域振興課 商工観光係 担当者名  

分 科 会 ５ 商工労働分科会 調整項目 ２ 産業育成資金 
 

黒川村担当 商工観光課 商  工  係 担当者名  

 

現     況 
記載事項 中 条 町 黒 川 村 

調 整 方 針 備  考 

名称 

 

地方産業育成資金貸付金 

 

左に同じ 

 

目的 

 

中小商工業の育成振興を図るため、地方産業育成資金の貸付事

業を行うものとする 
左に同じ 

申請窓口 商工会に委託 商工会経由 

取扱金融機関 

 

 

 

 

北越銀行中条支店 

新潟県信用組合中条支店 

第四銀行中条支店 

大光銀行中条支店 

 

北越銀行中条支店 

新潟県信用組合中条支店 

 

 

 

貸付限度額 

 

１０，０００千円 

 

左に同じ 

貸付期間 

 

運転 ５年以内 

設備 ７年以内 

左に同じ 

貸付利率 

 

信用保証付 年 1.95％ 

その他    年 2.45％ 

左に同じ 

 
現行のとおりとする。 
取扱金融機関については、中条町の例

による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

財政への影響額                単位：千円 
 予算額 調整後見込額 影響額（増減） 

   

中条町 ５８，０００  ０ 
黒川村 ３，５００  ０ 

計 ６１，５００  ０ 関係法令等 
（中条町地方産業育成資金貸付規程） 
（地方産業育成資金貸付規程） 

（黒川村地方産業育成資金貸付規程） 
（地方産業育成資金貸付規程） 

備考 平成１５年度当初予算ベース 
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行 政 制 度 調 整 表 

 

専門部会 ４ 産業部会 分  類 ２ 企業支援 中条町担当 地域振興課 商工観光係 担当者名  

分 科 会 ５ 商工労働分科会 調整項目 ３ 中小企業育成資金 
 

黒川村担当 商工観光課 商  工  係 担当者名  

 

現     況 
記載事項 中 条 町 黒 川 村 

調 整 方 針 備  考 

名称 

 

中条町中小企業育成資金 
 

目的 

 

本町の中小商工業者の育成振興を図るための資金融資制度 

取扱金融機関 町内金融機関 

貸付限度額 １０，０００千円 

資金の使途 
 

運転資金 
設備資金 

貸付期間 
 

運転  ５年以内 
設備 １０年以内 

貸付利率 
 

町長が金融機関と協議する 
    

 
中条町の例による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

財政への影響額                単位：千円 
 予算額 調整後見込額 影響額（増減） 

 
 

 

該当なし 

中条町 １６，０００   
黒川村 ０   

計 １６，０００   関係法令等 
中条町中小企業育成資金融資あっせん規程 
 

 

備考 平成１５年度当初予算ベース 
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行 政 制 度 調 整 表 

 

専門部会 ４ 産業部会 分  類 １ 観光振興 中条町担当 地域振興課 商工観光係 担当者名  

分 科 会 ６ 観光分科会 調整項目 １ 観光協会 
 

黒川村担当 商工観光課 観  光  係 担当者名  

 

現     況 
記載事項 中 条 町 黒 川 村 

調 整 方 針 備  考 

胎内川観光協会  
名  称 胎内川観光協会 
会  長 黒川村長 布川 陽一 

観光協会事業 胎内川沿線の整備 ・ 案内看板の設置 ・ 広告宣伝等 
区  分 中条町 黒川村 
業務内容 連絡調整 観光協会事務全般（事務局） 

負 担 金 １００千円 ３００千円  

 
現行のとおりとする。 
 
 
 
 
 
 

 

 
現行のとおりとする。 
新市において統合するよう調整する。 
 

 

財政への影響額                単位：千円 
 予算額 調整後見込額 影響額（増減） 

黒川村観光協会 該当なし 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

名 称 黒川村観光協会 
会 長 黒川村長 布川 陽一 

観光協会事業 

イベントの受託 
・黒川村燃水祭 
・胎内星まつり 
・胎内グルメフェスト 
・胎内味覚まつり 
・胎内スキージャンボリー 等 

業務内容 観光協会事務全般（事務局） 
委託料 ４，８００千円 
負担金 １，５００千円 

中条町 １００ １００ ０ 
黒川村 ６，６００ ６，６００ ０ 

計 ６，７００ ６，７００ ０ 関係法令等 
  

備考 平成１５年度当初予算ベース 
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行 政 制 度 調 整 表 

専門部会 ４ 産業部会 分  類 ４ 観光イベント  中条町担当 地域振興課 商工観光係 担当者名  

分 科 会 ６ 観光分科会 調整項目 １ 各種イベント  黒川村担当 商工観光課 観光係 担当者名  
            

現     況 
記載事項 中 条 町 黒 川 村 

調 整 方 針 備  考 

 

現行のとおりとする。 

 

財政への影響額 単位：千円 
 予算額 調整後見込額 影響額（増減） 

 
 

開催月 

4 月 

5 月 

6 月 

7 月 

8 月 

 

9 月 

10 月 

11 月 

12 月 

1 月 

2 月 

3 月  

 
 

イベント 主催 会場 

櫛形山脈山開き 町 櫛形山脈 

  

 
  

    

    

  

  

 
  

中条まつり 実行委員会 本町通 

    

どっこん水祭り 実行委員会 きのと物産館 

    

    

    

     

 
 

イベント 主催 会場 

胎内新緑探訪会 村・村観光協会 蔵王山又は鳥坂山 

胎内春のグルメフェスト 

胎内探鳥会 

村・村観光協会 

胎内愛鳥会 

スキー場駐車場 

奥胎内 

飯豊連峰胎内口山開登山 村・村観光協会 足の松登山口 

黒川村燃水祭 村・保存会 シンクルトン公園 

胎内温泉まつり 

胎内星まつり 

実行委員会 

村・JPL・天文ガイド 
スキー場前芝広場 

胎内平 

   

胎内秋の味覚まつり 村・村観光協会 スキー場駐車場 

胎内秋のグルメフェスト 村・村観光協会 スキー場駐車場 

   

   

   

    

中条町    
黒川村    
計    関係法令等 

  

備考 平成１５年度当初予算ベース 
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行 政 制 度 調 整 表 

 

専門部会 ４ 産業部会 分  類 ５ 自然環境 中条町担当 地域振興課 商工観光係 担当者名  

分 科 会 ６ 観光分科会 調整項目 １ 緑化推進事業 
 

黒川村担当 商工観光課 観  光  係 担当者名  

 

現     況 
記載事項 中 条 町 黒 川 村 

調 整 方 針 備  考 

 
新市において検討する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

財政への影響額                単位：千円 
 予算額 調整後見込額 影響額（増減） 

 
事業内容 

 
・チューリップの球根を希望集落また町内の主だった事業所に

配布し、植栽を行う 
 
 
（参考 Ｈ１５年度） 
 
配布希望集落数    ４４集落 
配布事業所数     ４５事業所 
 

 
該当なし 
 
 
 
 
 
 
 

中条町 ２，７８８   
黒川村 ０   

計 ２，７８８   関係法令等 
  

備考 平成１５年度当初予算ベース 
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行 政 制 度 調 整 表 

専門部会 ４ 産業部会 分  類 １ 旅行業  中条町担当 地域振興課 観光係 担当者名  

分 科 会 ７ 旅行分科会 調整項目 １ 村営バス事業  黒川村担当 商工観光課 旅行係 担当者名  
            

現     況 
記載事項 中 条 町 黒 川 村 

調 整 方 針 備  考 

 
１ 事業名 

 
該当なし 

 
 一般貸切旅客自動車運送事業 

 
２ 許認可事項 
 

 
 

 
免許取得     昭和５８年１０月１３日   
事業開始     昭和５８年１２月２６日   

 
２ 事業区域 

  
 事業区域拡張免許 平成９年６月３０日  新潟県全域 

 
３ 車両台数 
 
 
 

  
 大型車 ３台       

中型車 ２台 
小型車 １台   計６台 

 
４ 運行内容 
 
 

   
貸切バス 

 乗合バス 
 

 
５ 運行体制 
 

  
村営バス管理事務所 

所長、１名 
営業員１名（運行管理者） 
運転員５名（整備管理者 １名） 
事務 １名   計８ 
 

 
現行のとおりとする。 

 

財政への影響額 単位：千円 
 予算額 調整後見込額 影響額（増減） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

中条町    
黒川村    

計    関係法令等 
 地方公営企業法 

道路運送法 
黒川村公営企業の設置等に関する条例 備考 平成１５年度当初予算ベース 
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行 政 制 度 調 整 表 

専門部会 ４ 産業部会 分  類 １ 旅行業  中条町担当 地域振興課 観光係 担当者名  

分 科 会 ７ 旅行分科会 調整項目 ２ 旅行業務  黒川村担当 商工観光課 旅行係 担当者名  
            

現     況 
記載事項 中 条 町 黒 川 村 

調 整 方 針 備  考 

 
１ 事業名 
 

 
該当なし 

 
 第２種旅行業 

 
 
２ 許認可事項 
 
 

  
国内旅行業登録  平成７年１月９日   

（新潟県知事登録旅行業第２－２５５号） 
事業開始     平成７年４月１日  

  
 
３ 業務体制 
 
 

  
 所長 １名 

営業員１名（国内旅行業務取扱主任者） 
事務 １名  計３名 

 

 
現行のとおりとする。 
 

 

財政への影響額 単位：千円 
 予算額 調整後見込額 影響額（増減） 

 
 
 
 
 

  

中条町    
黒川村    

計    関係法令等 
 旅行業法 

黒川村公営企業の設置等に関する条例 
備考 平成１５年度当初予算ベース 
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行 政 制 度 調 整 表 
専門部会 ４ 産業部会 分  類 １ 旅行業  中条町担当 地域振興課 観光係 担当者名  

分 科 会 ７ 旅行分科会 調整項目 ３ 運賃・料金等  黒川村担当 商工観光課 旅行係 担当者名  
            

現     況 
記載事項 中 条 町 黒 川 村 調 整 方 針 備  考 

 
１ 貸切バス運賃 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
該当なし 

 
 

 
１ 運賃・料金の種類及び額 

運賃及び料金の種類 額 
大型車 1 時間につき 11,300 円 
中型車 1 時間につき 9,900 円 

時間制運賃

小型車 1 時間につき 6,400 円 
走行

車種 
100 粁まで 101～ 

300 粁 
301 粁以上 

大型車 600 円 530 円 400 円

中型車 520 円 460 円 370 円

運賃

粁制運賃 

小型車 350 円 320 円 270 円

深夜早朝運行料金 1 時間につき 3,000 円 
時間待機 1 時間につき 5,500 円 待機料金 
宿泊待機 1 泊につき 26,000 円 

走行

車種 
100 粁まで  
1 粁につき 

101 粁以上  
1 粁につき 

大型車 390 円 360 円

中型車 340 円 260 円

回送料金 

小型車 260 円 200 円

航送料金 1 時間につき 5,500 円 

料金

特殊車両割増料金 運賃の 5 割以内 
消費税導入に伴う運賃料金

の加算 
運賃料金の総額の 5 パーセント 

 
２ 運賃の割引 
（１） 貸切運賃の割引については、身体障害者、知的障害者、児童

福祉法の適用を受ける団体及び学校教育法による団体の場合

は２割から３割引とする。 
（２） 乗合運賃の割引については、身体障害者等の手帳を所持して

いる場合は５割引とする。 
 

 

 
黒川村の例による。 
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現     況 
記載事項 中 条 町 黒 川 村 調 整 方 針 備  考 

  

財政への影響額 単位：千円 
 予算額 調整後見込額 影響額（増減） 

 
２ 乗合バス運賃 
 

 
該当なし 
 

 
 普通旅客運賃表 

 
 
 

200 350 500 500 500 パークホ

テ ル 400 700 1,000 1,000 1,000 
150 300 400 500 第 １ 発

電 所 300 600 800 1,000 
150 250 350 胎 内 川

治水ダム 300 500 700 
100 100 胎内第１ダ

ム胎内ヒュ

ッテ 200 200 
100 奥 胎 内

大 橋 200 

 

 

 

 

 足 の 松

登 山 口 

中条町    
黒川村    

計    関係法令等 
 黒川村公営企業の設置等に関する条例 

備考 平成１５年度当初予算ベース 
 

上段：小人運賃 
下段：大人運賃 
 




